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令和８年６月 23日 

総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  令和７年度第五次循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び 

令和８年版 「循環型社会白書」作成支援等業務の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 環境省 

事業概要 本事業は、令和６年８月策定の第五次循環型社会形成推進基本計画（以下「第

五次循環基本計画」という。）に関する以下の業務支援を行う。 

 進捗評価・点検支援 

令和 7年度に中央環境審議会が実施する計画の進捗状況評価・点検（２

年に１回実施）に必要な調査・検討を行う。 

 年次報告作成支援 

循環基本法に基づき毎年国会に提出する「環境・循環型社会・生物多

様性白書」の循環部分（以下「循環白書」という。）について、循環資

源の発生・利用・処分状況及び政府施策に関する報告書作成のための

調査・検討を行う。 

実施期間 令和７年４月１日～令和８年３月 31 日 

受託事業者 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

契約金額（税抜） 38,500,000円 

入札の状況 ２者応札（説明会参加＝２者／予定価格内＝２者） 

事業の目的 循環型社会の形成に関する国の施策を総合的かつ計画的に推進するため、第

五次循環基本計画に基づく施策の実施状況を適切に把握・評価し、中央環境

審議会による点検機能及び、国会への報告義務を果たすための基礎資料を提

供する。 

選定の経緯 １者応札が継続しており、競争性に課題が認められたことから、公共サー

ビス改革基本方針（令和５年７月４日閣議決定）において選定された。 

 

資料２ 
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Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することが適当である。 

 

２ 検討 

（１）評価方法について 

環境省から提出された令和７年４月から令和８年３月までの実施状況についての

報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその前提としての競争性

等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 
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以下のとおり、適切に履行されている 

 

確保されるべき水準 評価 

ア 物質フロー図の更新及び第五次循環

基本計画の循環型社会の全体像に関

する物質フロー指標に係る進捗状況

の整理 

有識者への意見聴取を行いながら、物

質フロー図や既存の取組指標の更新、

及び循環型社会形成に関する国民の意

識調査の結果をもとに事業報告書を作

成すること。 

【適】 

第五次循環基本計画の第 1回進捗点検の

対象となる全体像の指標及び重点分野の

指標を対象として、有識者（研究者・大学

教授１名程度）へ１回あたり約１時間の意

見聴取を、合計８回実施し、指標の更新及

び検討を行った。 

また、アンケート調査「循環型社会に関

する国民の意識・行動の調査」の設問設計・

実査・集計・分析を実施した。 

くわえて、循環型社会の全体像に関する

物質フロー指標の推計結果に関して、指標

ごとの要因分析を実施した。 

これらの調査・分析結果を踏まえ、事業

報告書を作成した。 

イ 第五次循環基本計画に係る新たな指

標・データの検討 

第五次循環基本計画に新たに盛り込ま

れたデータの取得方法や指標の推計方

法等に関する課題について検討を行

い、事業報告書を作成すること。 

【適】 

第五次循環基本計画における循環型社

会ビジネスの市場規模の対象範囲見直し

に向け、WG での議論を踏まえた整理を行う

とともに、地域別の廃棄物処理・循環状況

を把握する指標案や参考データを検討し

た。さらに、現行計画と指標・政策の関係
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を整理し、第六次計画に向けた検討を行っ

た。 

以上を踏まえ、事業報告書を作成した。 

ウ ワーキンググループの設置・開催 

第五次循環基本計画に係る新たな指

標・データの検討に当たって、ワーキン

ググループを都内にて４回設置・開催

し、検討事項の整理、委員等の日程調

整、会場手配（都内、20 名程度収容可

能な会場、半日程度／回）、各委員への

事前説明、資料作成、国内外の文献の収

集、会場設営、議事運営、委員への飲み

物等の提供、議事録の作成、専門家ヒア

リング（１時間／回、合計４回を想定。）

等を実施すること。 

【適】 

第五次循環基本計画に係る新たな指標・

データの検討に当たって、ワーキンググル

ープを都内で４回設置・開催し、検討事項

の整理、委員等の日程調整、会場手配（大

手町タワー会議室等を３回確保）、各委員

への事前説明、資料作成、国内外の文献の

収集、会場設営、議事運営、委員への飲み

物等の提供、議事録の作成、専門家ヒアリ

ング（１時間／回、合計４回）を実施した。 

エ 第五次循環基本計画の第１回点検報

告書及び令和８年版循環型白書の作

成支援 

物質フロー指標等に基づく循環型社会

形成に向けた我が国全体での進捗状況

の評価、第五次循環基本計画に定める

５つの柱ごとに今後の方向性について

まとめ、点検報告書を作成すること。ま

た、循環白書の作成については令和８

年度に講じようとする循環型社会形成

に関する施策と、令和７年度に講じた

循環型社会形成に関する施策、循環白

書に掲載する図表を作成する原稿案を

作成すること。 

【適】 

物質フロー指標等の進捗を分かりやす

く示し、目標達成見込みを評価する手法を

検討した上で、第五次循環基本計画の第 1

回点検報告書に用いる進捗状況表や部会

資料の作成を行った。あわせて、令和 8年

版循環白書掲載用のデータ推計及び原稿

作成を行った。 

オ 中央環境審議会循環型社会部会への

対応 

部会に提出する資料の作成支援、会場

設営、Web会議システム他などの部会開

催を支援すること。 

【適】 

中央環境審議会循環型社会部会（構成員

29 名、5回開催）において、提出資料の作

成支援、会場設営、Web 会議対応等の運営

支援を実施するとともに、外部協力先と連

携し、YouTube による配信を実施した。 
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民間事業者からの改善提案 

民間事業者からの提案により、国内外の動向や施策状況を踏まえ、資源循環施策の在り方及

び今後の方向性を検討するため「新政策検討ワーキンググループ」が新設された。これにより、

課題と対応策の妥当性を確保しつつ検討が深化し、第五次循環基本計画に係る新たな指標・デ

ータの検討業務の質の向上につながった。 

 

 

（３）実施経費（税抜） 

実施経費は、従来経費と比較して 4.1％（150万円）増加している。しかしながら、厚

生労働省『賃金構造基本統計調査』の賃金上昇率※を考慮すると、実質的には経費の抑制

が図られており、コスト効率の観点から一定の効果があったものと評価できる。 

 

従来経費（令和６年度）(Ａ) 37,000,000 円 

実施経費（令和７年度）(Ｂ) 38,500,000 円 

増減額(Ｂ－Ａ) ＋1,500,000 円 

増減率 ＋4.1 ％ 

※ 厚生労働省「令和７年賃金構造基本統計調査」 

第５－１表「産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」の「学術研究、専門・技術サービス

業」においての増減率は＋9.6％ 

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/05.pdf） 

 

 

（４）選定の際の課題に対応する改善 

課題 競争性に課題が認められたところ、入札公告期間・引継ぎ期間の延長、評

価基準の見直し、仕様書の明確化等を実施し、結果２者応札するに至り、

改善が認められた。 

 

 

（５）評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、全て目

標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、「新政策検討ワーキンググループ」が新設され

る等、民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価

できる。 

実施経費についても、「（３）実施経費」に記載のとおり、一定の効果があったもの

と評価でき、公共サービスの質の維持向上と合わせて、経費の削減の双方の実現が達成

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/05.pdf
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されたものと評価できる。 

また、競争性においては、２者（複数）応札となったことから改善が図られたものと

評価できる。 

なお、本事業の実施期間中に委託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、法令

違反行為等もなかった。また、今後は、環境省に設置している外部有識者で構成される

物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会において、事業実施状況のチェックを受け

ることが予定されている。 

 

（６）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス運用に関する指針」（平成 26年３月

19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（１）の基準を満たしていることから、

現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することが適当であると考えられる。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理委員

会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、環境省が自ら公共サ

ービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 
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別添 

 

令和８年５月 26 日 

              環境省 環境再生・資源循環局 

総務課 

循環型社会推進室 

 

民間競争入札実施事業 

「令和７年度第五次循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び令和８年版 

「循環型社会白書」作成支援等業務」の 

実施状況報告 

 

基本方針に基づく標記事業の実施状況は以下のとおり。 

 

１． 事業の概要等 

事項 内容 

事業概要 

循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号。

以下、「循環基本法」という。）第 15 条第１項の規定に基づ

き、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、循環型社会形成推進基本計画（以下、「循環

基本計画」という。）が策定されている。同計画は環境基本

計画を基本として概ね５年ごとに見直される。 

令和６年８月に策定された第五次循環基本計画に基づき、

中央環境審議会は施策の進捗状況を評価・点検している。ま

た、循環基本法第 14 条において、毎年、年次報告の作成を

定めており、年次報告として「環境・循環型社会・生物多様

性白書」の循環部分（以下、「循環白書」という。）を作成

し、国会に提出している。上記を踏まえ、本業務において

は、第五次循環基本計画の進捗状況の評価・点検の支援、及

び年次報告の作成支援等のための調査、検討等を行うことを

目的とする。 

実施期間 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

受託事業者 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

契約金額（税抜） 38,500,000円 

入札の状況 ２者応札（説明会参加：２者／予定価格内：２者） 

事業の目的 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）では、同法第 15 条第

1 項の規定に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、環境基本計画を定めることとされ

ており、直近では第六次環境基本計画(令和６年５月閣議決

定)が策定された。一方、循環型社会形成推進基本法（平成

12 年法律第 110 号。以下「循環基本法」という。）では、同

法第 15 条第 1 項の規定に基づき、循環型社会の形成を総合
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的・計画的に進めるために、循環型社会形成推進基本計画

（以下「循環基本計画」という。）を策定することとされて

おり、また、同法第 16 条第 1 項では、循環基本計画は、環

境基本計画を基本として策定することとされている。これを

受けて令和６年８月には、第五次循環基本計画が策定され

た。 

同計画においては、中央環境審議会は、２年に１回程度、

同計画の着実な実行を確保するため、同計画に基づく施策の

進捗状況の評価・点検を適切に行うこととされていることか

ら、令和７年度において、同計画の進捗状況の評価・点検を

行うことが必要である。また、第六次環境基本計画は、中央

環境審議会の各部会が、「６つの重点戦略」、「個別分野の重

点的施策」及び「環境保全施策の体系」について進捗状況の

点検を実施することとしている。 

他方、循環基本法第 14 条において、毎年、年次報告等を

作成し、国会に提出しなければならないと定められており、

年次報告として「環境・循環型社会・生物多様性白書」の循

環部分（以下「循環白書」という。）を作成している。毎年

国会に対し、①循環資源の発生の状況、②その循環的な利用

の状況、③その処分の状況及び④政府が循環型社会の形成に

関して講じた施策を報告するとともに、①から③までの状況

を考慮して政府が講じようとする施策を明示した文書とし

て、循環白書を提出している。 

上記を踏まえ、本業務は、第五次循環基本計画の進捗状況

の評価・点検の支援、及び年次報告の作成支援等のための調

査、検討等を行うことを目的とする。 

選定の経緯 

本事業については、より高い質の確保を図るという観点か

ら、公共サービス改革基本方針（令和７年６月 24 日閣議決

定）別表において民間競争入札の対象として選定されたも

の。 

特記事項 

（改善指示・法令違

反行為等の有無） 
特になし 
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２． 確保されるべき質の達成状況及び評価 

（１）確保されるべき質 

■物質フロー図の更新及び第五次循環基本計画の循環型社会の全体像に関する物

質フロー指標に係る進捗状況の整理 

有識者への意見聴取を行いながら、物質フロー図や既存の取組指標の更新、及び

循環型社会形成に関する国民の意識調査の結果をもとに事業報告書を作成するこ

と。 

■第五次循環基本計画に係る新たな指標・データの検討 

第五次循環基本計画に新たに盛り込まれたデータの取得方法や指標の推計方法等

に関する課題について検討を行い、事業報告書を作成すること。 

■ワーキンググループの設置・開催 

第五次循環基本計画に係る新たな指標・データの検討に当たって、ワーキンググ

ループを都内にて４回設置・開催し、検討事項の整理、委員等の日程調整、会場手

配（都内、20 名程度収容可能な会場、半日程度／回）、各委員への事前説明、資料

作成、国内外の文献の収集、会場設営、議事運営、委員への飲み物等の提供、議事

録の作成、専門家ヒアリング（１時間／回、合計４回を想定。）等を実施すること。 

■第五次循環基本計画の第１回点検報告書及び令和８年版循環型白書の作成支援 

物質フロー指標等に基づく循環型社会形成に向けた我が国全体での進捗状況の評

価、第五次循環基本計画に定める５つの柱毎に今後の方向性についてまとめ、点検

報告書を作成すること。また、循環白書の作成については令和８年度に講じようと

する循環型社会形成に関する施策と、令和７年度に講じた循環型社会形成に関する

施策、循環白書に掲載する図表を作成する原稿案を作成すること。 

■循環部会対応 

部会に提出する資料の作成支援、会場設営、web 会議システム他などの部会開催

を支援すること 

 

（２） 評価 

「個別業務の質」について報告書の内容から、仕様書に記載のある、物質フロー

図の更新及び第五次循環基本計画の循環型社会の全体像に関する物質フロー指標に

係る進捗状況の整理、第五次循環基本計画に係る新たな指標・データの検討、ワー

キンググループの設置・開催、第五次循環基本計画の第１回点検報告書及び令和８

年版循環白書の作成支援、中央環境審議会循環型社会部会への対応が認められる。 

以上のことから、いずれの項目も確実かつ適切に実施されたと認められ、「適」と

評価できることから、確保されるべき質は達成されたと評価できる。 

評価事項 内容 

（１）物質フロー図の

更新及び第五次循環基

本計画の循環型社会の

全体像に関する物質フ

ロー指標に係る進捗状

況の整理 

【評価】 

第五次循環基本計画の第 1 回進捗点検の対象となる全体像の

指標及び重点分野の指標を対象として、有識者（研究者・大

学教授１名程度）へ１回あたり１時間程度の意見聴取を合計

８回行いながら、指標の更新及び検討を行った。 

また、アンケート調査「循環型社会に関する国民の意識・

行動の調査」の設問設計・実査・集計・分析を実施した。 

加えて、循環型社会の全体像に関する物質フロー指標の推計

結果に関して、指標毎の要因分析を実施した。 

上記をもとに事業報告書を作成し、確保されるべき質は確

保されている。 
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（２）第五次循環基本

計画に係る新たな指

標・データの検討 

【評価】 

第五次循環基本計画で「循環型社会ビジネスの市場規模」

として測る対象範囲を見直すための検討を実施し、過去年度

業務における WG での議論等をもとに、対象範囲の案を整理

した。 

また、発生抑制の状況・循環利用の状況・焼却処理の状況

を地域別に捉える指標案や補足的に把握しておくことが望ま

れる参考データについて検討を行った。 

さらに、第五次循環基本計画の内容や昨今の世界的な社会

動向等を踏まえ、現状の計画と指標、政策の関係を 整理し

た上で、第六次計画に向けて必要な要素について検討・整理

を行った。 

上記をもとに事業報告書を作成し、確保すべき質は達成さ

れている。 

  

（３）ワーキンググル

ープの設置・開催 

【評価】 

第五次循環基本計画に係る新たな指標・データの検討に当

たって、ワーキンググループを都内にて４回設置・開催し、

検討事項の整理、委員等の日程調整、会場手配（大手町タワ

ー会議室等を３回確保）、各委員への事前説明、資料作成、

国内外の文献の収集、会場設営、議事運営、委員への飲み物

等の提供、議事録の作成、専門家ヒアリング（１時間／回、

合計４回を実施し、確保されるべき質は確保されている。 

（４）第五次循環基本

計画の第１回点検報告

書及び令和８年版循環

白書の作成支援 

【評価】 

物質フロー指標等の状況をまとめてわかりやすく表示する

とともに目標達成見込みを評価するための手法の検討を行

い、第五次循環基本計画の第１回点検報告書に用いるための

「進捗状況表」の作成を行った。 

さらに、第 64 回循環型社会部会における資料となる「第

五次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第１回点検結

果について（案）」のⅡ章、Ⅲ―１（１）・（２）、Ⅲ―２

（１）・（２）を検討・作成をした。 

加えて、上記を踏まえて、「令和８年版循環白書」に掲載

する各図表に必要なデータの推計およびデータ提 供も実施

したほか、データを踏まえた原稿を作成した。 

以上から、確保されるべき質は確保されている。 

 

（５）中央環境審議会

循環型社会部会への対

応 

【評価】 

29 名の有識者を構成員とする中央環境審議会循環型社会部

会を 5 回の開催に対し、部会に提出する資料の作成支援、会

場設営、web 会議システム他などの部会開催を支援し、 

YouTube 配信に精通した外部協力先と連携し、中央環境審議

会循環型社会部会の会議中継を支援し、確保されるべき質は

確保されている。 
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３．実施経費についての評価 

本事業における経費の比較を表４のとおり示す。市場化テスト実施前の令和６年度

においては 37,000,000千円の経費を要し、市場化テスト第１期である令和７年度にお

いては 38,500,000 千円の経費を要した。 

しかしながら、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の学術研究、専門・技術サー

ビス業を参照すると、賃金が 9.6％上昇※したとされることを考慮すると、実質的な

経費はある程度の削減が認められると考えられる。なお、本業務における人件費は約

8 割を占める。 

※厚生労働省『令和７年賃金構造基本統計調査』第５－１表 産業、年齢階級別賃

金及び対前年増減率における学術研究、専門・技術サービス業の欄における増減率：

男女計 9.6％増（引用注） 

 

表４ 従来経費及び実施経費の比較 

項目 
令和６年度 

（従前経費） 

令和７年度 

（第１期） 

契約額 37,000 千円 38,500 千円 

増減額  +1,500 千円 

増減率  +4.1% 
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４．民間事業者からの改善提案による改善実施事項等 

（１）受託事業者からは、企画提案時及び業務を履行する中で、以下のようなサービス

向上のための改善提案を受け、実施されている。 

 

国内外動向・施策状況の整理、資源循環に係る施策のあり方・今後の資源循環施策の

方向性を議論するための「新政策検討ワーキンググループ」の新設の提案がなされ、

課題及びその対応の妥当性を確保するとともに、検討が深まり、第五次循環基本計画

に係る新たな指標・データの検討業務の質向上につながった。 

 

５．評価のまとめ 

（１）評価の総括 

２．のとおり、本事業の実施にあたり確保されるべき事業の質として設定された

要求水準は満たしている。また、実施経費について、市場化テスト導入前の経費と

比較すると、削減はされていないものの、人件費単価が増加していることから実質

経費は削減されていることが確認できる。さらに、競争性の確保について、２者応

札となり、かつ、入札額はいずれも予定価格の範囲内であり、効果が確認できてい

る。 

 

（２）今後の方針 

本事業の市場化テストは、今期が第１期目の事業実施であり、事業全体を通じて

の実施状況は以下のとおりである。 

 

①事業実施期間中に、受託民間事業者が業務改善指示等を受けたり、業務に係る法

令違反行為等がなかった。 

②当省において、実施状況についての外部の有識者等によるチェックを受ける仕組

み（物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会）を備えている。 

③入札に当たって、２者が応札し、かつ、入札額はいずれも予定価格の範囲内であ

ることから、競争性が確保されている。 

④対象公共サービスの確保されるべき質に係る達成状況について、目標を達成して

いる。 

⑤実施経費については、従来経費と比較して、人件費の上昇を考慮すると経費削減

の点で効果を上げている。 

 

以上のことから、本事業については、良好な実施結果が得られており「市場化テ

スト終了プロセス運用に関する指針」（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委

員会決定）のⅡの１（１）の基準を満たしているため、第２期事業をもって市場化

テストを終了することとしたい。 
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